
ＮＯ．３０９      南池袋二丁目28番街区 地区（組合施行）

計画地

1

2

地区面積 構造

階数 高さ

名称 施行区域面積

名称 幅員 延長 面積

幹線街路補助線街
路第７７号線

別に都市計画
において定め

る通り

別に都市計画にお
いて定める通り

―

特別区道
４２－９０

約４ｍ
【約８ｍ】

約４０ｍ ―

特別区道
４２－１１０

約８ｍ
【約１５ｍ】

約４０ｍ ―

特別区道
４２－１２０

約４ｍ
【約８ｍ】

約９５ｍ ―

建築面積

1 約２，２５０㎡ －

南池袋二丁目２８番街区地区第一種市街地再開発事業 約０．６ha

(みなみいけぶくろにちょうめ)

１　計画の概要

豊島区南池袋二丁目２８番

計画の概要

　土地の合理的かつ健全な高度利用を図り、まちの賑わい形成に資するテラス空間等
を備えた魅力的な低層部商業や、大規模フロアプレートを有する池袋副都心にふさわし
い魅力ある業務機能を複合的に整備する。

　南池袋公園の再整備や池袋駅・中池袋公園等と接続する周辺道路における美装化
等を行うとともに、本地区内において南池袋公園へ歩行者を誘引し、機能的に連携する
広場を整備することで、池袋駅東口エリアにおける歩行者ネットワークの強化を図る。

約０．６ha －

- －

２　都市計画の内容

公共施設の
配置及び規模

備考

道
路

既設(再整備)

既設(再整備)
【】内は全幅員

既設(再整備)
【】内は全幅員

既設(再整備)
【】内は全幅員

建蔽率 容積率
建築物の

高さの限度

延べ面積(容積対象)

約４３，０００㎡(約３７，５００㎡)

主要用途

1 - - GL＋１１０ｍ ―
事務所、商業施設、駐

車場等

壁面の
位置の限度

住宅建設の目標

－

建築物の整備

街
区



建築敷地面積

1 約３，２６０㎡

都市計画決定

建築敷地の
整備

・　道路境界から壁面を後退させ、快適な歩行者空間や賑わい空間
　　を確保する。

・　広場の整備により、歩行者の滞留・回遊性の向上を図る。

・　建築物の外壁又はこれに代わる柱又は門若しくは塀は、計画図
　　に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
　　ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物は、この限りでは
　　ない。
　　１）歩行者の快適性及び安全性を高めるために設ける屋根、
　　　上屋、ひさし、落下防止柵その他これらに類するもの
　　２）建築物の出入口の上部に位置するひさしの部分
　　３）電気、ガス等の供給処理施設、及び防災上必要となる設備等

・　当該建築敷地内の建築物においては、地上レベルからの複数の
　　縦動線整備により、低層部全体での立体的なにぎわい空間を確
　　保する。

整備計画

令和７年９月９日　豊島区告示第３１７号



南池袋二丁目
２８番街区地区

１１５０％ ５０％ ３００％ ２００㎡ ２ｍ

都市計画決定

敷地面積 建蔽率

延べ面積 容積率

住宅戸数

駐車場

事業認可 総事業費

年　月　日

令和３年１２月

令和７年９月９日

３　高度利用地区

地区名 面積
容積率の
最高限度

建蔽率の
最高限度

容積率の
最低限度

建築面積の
最低限度

壁面の位
置の限度

約０．６ha

令和７年９月９日　豊島区告示第３１８号（変更）

４　事業計画の概要

都市計画決定・告示

用途

―

５　経　緯

内　　　　　　　　　　　　　　　容

南池袋二丁目28番街区地区市街地再開発準備組合設立



６　位置図

７　区域図



８　配置図

９　完成予想図


